
仕様書 

１ 業務名 

令和４年度自転車冬期保管業務 

 

２ 業務内容 

下記対象施設にて、自転車冬期保管の申請受付、使用料の受領、自転車の受入

及び引渡業務を行う。また、問い合わせ対応等も併せて行う。 

 

３ 対象施設（別添「施設概要」のとおり） 

(1) 地下鉄白石駅地下自転車駐車場 

（白石区南郷通１丁目南 白石区複合庁舎地下１階） 

(2) 手稲駅北口自転車駐車場 

（手稲区前田１条 11 丁目） 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和５年３月 31 日（金）まで 

 

５ 業務実施期間 

(1) 冬期保管の申請受付 

  令和４年 11 月 17 日（木）から 12 月 16 日（金）まで 

(2) 冬期保管自転車の受入 

 令和４年 12 月 １日（木）から 12 月 16 日（金）まで 

 (3) 冬期保管自転車の引取 

令和５年 ３月 19 日（日）から ３月 31 日（金）まで 

 ※いずれも土曜・祝日は除く。 

 

６ 業務時間及び配置人員 

(1) 令和４年 11 月 17 日（木） 

   平日 10 時から 18 時まで 

・対象施設ごとに常駐２名以上 



(2) 令和４年 11 月 18 日（金）～ 11 月 30 日（水） 

 ア 平日 10 時から 18 時まで 

・対象施設ごとに常駐１名以上 

  イ 日曜 10 時から 15 時まで 

・対象施設ごとに常駐１名以上 

 (3) 令和４年 12 月１日（木）～ 12 月 16 日（金） 

 ア 平日 ８時から 19 時まで 

・８時～17 時 対象施設ごとに常駐１名以上 

・17 時～19 時 対象施設ごとに常駐２名以上 

  イ 日曜 ８時から 19 時まで 

・対象施設ごとに常駐２名以上 

 (4) 令和５年３月 19 日（日）～ ３月 31 日（金） 

 ア 平日 ８時から 19 時まで 

・８時～17 時 対象施設ごとに常駐１名以上 

・17 時～19 時 対象施設ごとに常駐２名以上 

  イ 日曜 ８時から 19 時まで 

・対象施設ごとに常駐２名以上 

※ 上記(1)～(4)の業務時間中、電話対応者として別途１名以上を常時充てる

こと。なお、電話対応者の勤務場所は受託者にて決めること。 

※ 別添「人員配置表」のとおり 

 

７ 業務内容 

(1) 業務準備 

令和４年 11 月 11 日（金）までに以下のア～ウを実施すること。 

 ア 契約決定後、従事者名簿（下記「９ 提出書類」様式６）及び緊急時連絡

体制表（任意様式）を委託者に提出すること。 

 イ 問い合わせ対応用電話番号を用意し、契約決定後、 やかに委託者に通知

すること。なお、受託者が用意する電話番号は、札幌市公式ホームページ、

現地案内及び委託者が作成する周知チラシに掲載される。 



 ウ 業務手順の詳細について委託者と協議を行う日を 1 日設けること。 

 

(2) 冬期保管の申請受付 

令和４年 11 月 17 日（木）から 12 月 16 日（金）まで、以下のア～キを実

施すること。 

ア 上記「３ 対象施設」において、自転車の冬期保管を希望する者（以下「冬

期保管希望者」という。）に自転車冬期保管申請書・承認通知書（下記「９ 

提出書類」様式１－１、１－２）を記入させ、冬期保管料として自転車１台

につき現金 2,000 円を徴収すること。つり銭は事前に用意しておくこと。 

また、自転車ごとに整理番号を付番し、冬期保管希望者に対して領収書と

自転車冬期保管承認通知書を交付すること。併せて、自転車の受入から引取

についての説明を行うこと。なお、令和 5 年 3 月 31 日（金）19 時までに引

取に来るよう、強調して説明を行うこと。 

防犯登録番号を確認することができない自転車は、申請を受け付けないこ

と。 

イ 受託者は１日の業務終了後、自転車冬期保管申請書に基づき歳入を確定

し、ただちにこれを調定簿兼収入原簿（下記「９ 提出書類」様式３）の所

定事項を記入し調定すること。 

  併せて、業務日報（申請・受入）（下記「９ 提出書類」様式７－１）の所

定事項を記入し、委託者へ FAX 送信を行うこと。 

ウ 収納金は、当日分を翌日までに、委託者から支給される現金払込書（下記

「９ 提出書類」様式４）により、札幌市指定金融機関等（以下、「金融機関」

という。）に払い込むこと。 

ただし、その翌日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直後の営業日

に払い込むこと。 

現金は手提げ金庫を使用し、厳重に保管すること。なお、現金払込書の払

い込み年月日は必ず記載すること。 

エ 受託者は、現金払込書で金融機関に払い込み、出納済みの確認を行った

後、調定簿兼収入原簿に次の消込印と担当者の認印を押して消込みをし、現



金払込済通知書には担当者の認印を押印のうえ受託者において保管するこ

と。 

  なお、消込印は受託者が用意すること。 

        

オ 受託者は金銭出納帳（下記「９ 提出書類」様式５）１冊を備え、その取

り扱う現金の出納状況を明らかにしておくこと。なお、金銭出納帳は、加除

式のものではなく、ページ番号を記載した連番式の固定された冊子を使用す

ること。 

カ 受託者は、受付に必要な机、椅子、手提げ金庫、簡易レジスター、領収書

の他、保管状況記録用のデジタルカメラを用意するものとする。 

キ 収納金を亡失した場合は、受託者の責任において賠償の義務を負うもの

とする。 

 

(3) 自転車の受入 

令和４年 12 月１日（木）から 12 月 16 日（金）まで、以下のア～カを実施

すること。 

ア 自転車を預け入れようとする者に対し、自転車冬期保管承認通知書を提

示させ、委託者が支給する自転車冬期保管証（下記「９ 提出書類」様式９）

を交付し、自転車のハンドル等見やすい位置に取り付けさせ、保管させるこ

と。 

保管の際には、自転車の施錠の際、自転車をチェーン錠でラックや柵へ固

定することのないように呼びかけること。併せて、自転車の引取についての

説明を行うこと。 

イ 自転車の防犯登録ステッカーが確認できない場合は、自転車冬期保管承

認通知書に記載の車体番号と照合し、申請車両と相違がないことを確認する

こと。 

ウ 12 月１日（木）以降に保管申請に来た冬期保管希望者については、保管

容量と申請受付済件数を考慮し、可能な限り受入を行うこと。受入の際には、

<消込印> 　年　　月　　日

消　　込　　者　　名



上記「(2) 冬期保管の申請受付」を同時に行うことができる。 

エ 受託者は保管自転車集計表（下記「９ 提出書類」様式２）及び業務日報

（申請・受入）に所定の事項を記入し、毎日の業務終了後、委託者へ FAX 送

信を行う。 

オ 受入期限が近付いても預け入れのない自転車については、電話連絡によ

る案内を行うものとする。案内の時期は別途指示する。 

カ 受入期間終了後は、自転車冬期保管申請書、保管自転車集計表、金銭出納

帳、調定簿兼収入原簿、現金払込書の領収書の写し、領収書控（レジスター

発行のレシート）及び業務日報（申請・受入）を 12 月 19 日（月）までに委

託者へ提出すること。 

 

(4) 自転車の引取 

令和５年３月 19 日（日）から３月 31 日（金）まで、以下のア～オを実施

すること。 

ア 引取開始日の前日までに委託者から自転車冬期保管申請書及び保管自転

車集計表を受領し、業務中は対象施設に備え付けること。 

イ 自転車を引取に来た際は、自転車冬期保管承認通知書を提示させてから、

自転車を引き渡すこと。紛失等により自転車冬期保管承認通知書の提示がで

きない場合は、必ず身分証明書にて本人確認のうえ、自転車を引き渡すこと。 

ウ 受託者は保管自転車集計表及び業務日報（引取）（下記「９ 提出書類」様

式７－２）に所定の事項を記入し、毎日の業務終了後、委託者へ FAX 送信を

行うこと。 

エ 引取期限が近付いても引取がない自転車について、電話で督促を行うも

のとする。督促の時期は別途指示する。 

オ すべての業務が終了したときは、自転車冬期保管申請書及び保管自転車

集計表を業務完了届（下記「９ 提出書類」様式８）と併せて提出すること。 

 

(5) 問い合わせ、苦情対応 

利用者及び市民等からの問い合わせ、要望、苦情等に迅 かつ適切に対応す



ること。 

要望、苦情については、軽微なものを除き、その結果を翌営業日までに委託

者に報告すること。 

 

(6) 鍵の管理 

委託者が貸与した駐輪場の鍵は、厳重に管理すること。貸与期間は以下のと

おり。 

  ア 冬期保管自転車の受入時の貸与期間 

契約締結日から令和４年 12 月 19 日（月）まで 

  イ 冬期保管自転車の引取時の貸与期間 

令和５年３月 17 日（金）から３月 31 日（金）まで 

 

 (7) 設備異常等の対応 

対象施設内において設備異常、火災等の異常事態が発生した際には、必要な

処置を執るものとする。また、 やかに委託者に報告すること。 

 

８ 環境負荷の低減に関する事項 

本業務の履行においては、環境負荷の低減に努めること。 

 

９ 提出書類 

提出する書類は下表のとおりとし、様式は別添のとおりとする。 

名称 
様式 

番号 
提出日 備考 

自転車冬期保管申請

書 
１－１ 

1 回目：12 月 19 日 

2 回目：３月 31 日 

（※） 

業務中は対象施設に備

え付け、受託者が管理す

ること。 

自転車冬期保管承認

通知書 
１－２ ３月 31 日 

同上 

 

 



保管自転車集計表 ２ 

1 回目：12 月 19 日 

2 回目：３月 31 日 

（※） 

業務中は対象施設に備

え付け、受託者が管理す

ること。 

調定簿兼収入原簿 ３ 12 月 19 日 
手書きで記入、払い込み

の際に消込印を押印。 

現金払込書・領収書 ４ 12 月 19 日  

金銭出納帳 ５ 12 月 19 日 冊子 

従事者名簿 ６ 11 月 11 日  

業務日報(申請・受入) ７－１ 12 月 19 日 
毎日の業務終了後、担当

課へ FAX で送付。 

業務日報(引取) ７－２ ３月 31 日 
毎日の業務終了後、担当

課へ FAX で送付。 

業務完了届 ８ ３月 31 日  

緊急時連絡体制表 － 11 月 11 日 任意様式 

自転車冬期保管証 ９ － 自転車確認用 

領収書（控） － 12 月 19 日 
レジスター出力のレシ

ート控え 

 ※ 様式１－１、様式２は 12 月 19 日（月）までに委託者に提出するが、３月

17 日（金）までに委託者より再び受領し、３月 31 日（金）まで対象施設に備

え付ける。全ての業務終了後、様式８と併せて委託者に提出する。 

 

10 その他 

(1) 受託者は、業務の遂行にあたって委託者と連携を密にし、事故等の問題が

発生した場合には、必ず委託者に報告し、指示を受けなければならない。 

(2) 業務にふさわしい服装で業務に従事すること。また、業務履行中は名札、腕

章を着用すること。腕章は本市から貸与する。 

(3) 業務期間中は委託者が用意する自転車用空気入れを設置し、希望する利用

者に使用させること。 

(4) 上記７(2)申請受付期間のうち 11 月中は駐輪場を一般開放しているため、



毎日の業務終了後、業務に使用した全ての備品を撤収すること。 

(5) 自転車の受入及び引取期間中は、毎日の業務終了後、デジタルカメラで保

管状況を撮影し、記録しておくこと。 

 (6) 本業務を履行する上での金銭の取扱いについては、「地方自治法施行令」第

158 条、「札幌市会計規則」、その他関係法令を遵守しなければならない。 

(7) 本業務を履行する上での個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に

関する法律」及び「札幌市個人情報保護条例」を遵守しなければならない。 

  また、個人情報の取扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を守ることと

する。 

(8) この仕様書に定めのない事項については、相互に協議調整し、改善を図る

ものとする。 

  



別記 

 

個人情報取扱注意事項 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱

う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならな

い。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を

他に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り

得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同

様とする。 

（再委託等の禁止） 

第３ 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ、委託者が書面（当該書面に記載すべき事項を

記録した電磁的記録を含む。）により承諾した場合は、この限りではない。 

（複写、複製の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供さ

れた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、

又は複製をしてはならない。 

（目的外使用の禁止） 

第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供さ

れた個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（資料等の返還） 

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供さ

れた個人情報が記録された資料等を、業務完了後 やかに委託者に返還する

ものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものと

する。 

（事故の場合の措置） 

第７ 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそ

れのあることを知ったときは、 やかに委託者に報告し、委託者の指示に従

うものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第８ 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、

契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 



①　地下鉄白石駅地下自転車駐車場
（白石区南郷通1丁目南　白石区複合庁舎地下1階）

【全景】 【位置図】

【面積】
 1,123㎡

【収容台数】
1,044台

②　手稲駅北口自転車駐車場
（手稲区前田1条11丁目）

【全景】 【位置図】

【面積】
  1,953㎡

【収容台数】
  1,540台

施設概要



令和４年度自転車冬期保管業務　人員配置表

・11月17日（木）【保管申請受付】

１日間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

各施設常駐時間・人数

・11月18日（金）～11月30日（水）【保管申請受付】

８日間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

各施設常駐時間・人数

２日間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

各施設常駐時間・人数

・12月 1日（木）～12月16日（金）【保管申請受付・自転車受入】

12日間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

各施設常駐時間・人数

２日間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

各施設常駐時間・人数

・3月19日（日）～ 3月31日（金）【自転車引取】

９日間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

各施設常駐時間・人数

２日間 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

各施設常駐時間・人数

・電話対応 上記全ての日時で１名以上配置

平日

２名以上

平日

平日

日曜

１名以上

１名以上

２名以上

２名以上

２名以上

平日

日曜

日曜

１名以上

２名以上

１名以上


